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�愛媛県告示第６６５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年７月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

スーパードラッグコスモ
ス篠場町店

新居浜市篠場町４８８
番２ 外１筆

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

三井住友トラスト・
パナソニックファイ
ナンス株式会社
代表取締役
田中 敬士

三井住友トラスト・
パナソニックファイ
ナンス株式会社
代表取締役
神代 顕彰

平成３０年
４月１日

平成３０年
６月２１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６６６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成３０年７月３日

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…５２２

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…５２３

○ 肥料登録有効期間の更新………………………………………………………………………………………………………………………………（農産園芸課）…５２３

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…５２３

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５２４

○ 道路の供用開始（県道上分三島線）…………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…５２４

○ 土地改良区役員の就退任の届出……………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…５２４

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…５２４

○ 指定道路の指定……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５２５

○ 道路の区域変更（県道内子河辺野村線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…５２５

毎週（火・金）曜日発行 第２９８９号 平成３０年７月３日

平成３０年７月３日火曜日 第２９８９号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第６６７号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成３０年７月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

八幡浜市 向灘の一部 平成２８年度から
平成２９年度まで

八幡浜市（向灘の
一部）の地籍図及
び地籍簿

八幡浜市 日土町５番耕地
の一部

平成２８年度から
平成２９年度まで

八幡浜市（日土町
５番耕地の一部）
の地籍図及び地籍
簿

今治市 南鳥生町１丁目
等１０単位区域

平成２８年度から
平成２９年度まで

南鳥生町１丁目等
１０単位区域の地籍
図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成３０年７月３日
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�愛媛県告示第６６８号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成３０年７月３日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第６６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市船屋土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があ

った。

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ドラッグコスモス愛南店 南宇和郡愛南町御荘
平城３９９１番１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ＪＡ三井リース建物
株式会社
代表取締役
保� 隆行

ＪＡ三井リース建物
株式会社
代表取締役
工藤 真樹

平成３０年
４月１日

平成３０年
６月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３６
年７月
２７日

愛媛県
第１２６４
号

混合有
機質肥
料

なたね
ぼかし

窒素全
量４．５
りん酸
全量
２．０

加里全
量１．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は公

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

定規格
のとお
り

平成３６
年８月
４日

愛媛県
第１２３７
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
１号

窒素全
量５．５
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は公
定規格
のとお
り

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成３６
年８月
４日

愛媛県
第１２３８
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
特号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は公
定規格
のとお
り

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成３６
年８月
４日

愛媛県
第１２３９
号

混合有
機質肥
料

粒状宇
和混合
有機特
号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は公
定規格
のとお
り

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成３６
年８月
１５日

愛媛県
第１２５４
号

混合有
機質肥
料

本ぼか
し

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は公
定規格
のとお
り

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

愛 媛 県 報平成３０年７月３日 第２９８９号

５２３
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平成３０年７月３日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

�愛媛県告示第６７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

今治市頓田川土地改良区の定款の変更を認可した。

平成３０年７月３日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�������
�愛媛県告示第６７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松前町北伊予土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３０年７月３日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

退 任

�愛媛県告示第６７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年７月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年７月３日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 浅 木 雄 次 西条市船屋甲３６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上分三島線
四国中央市妻鳥町字井添池口１９５９番７から

同字１９５５番５まで
平成３０年７月３日

〃 日 野 雅 男 伊予郡松前町大字鶴吉８０５番地

〃 篠 崎 厚 夫 伊予郡松前町大字横田３５６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 正 照 伊予郡松前町大字徳丸６５５番地１

〃 渡 部 寛 伊予郡松前町大字徳丸６４３番地１

〃 渡 部 伸 伊予郡松前町大字徳丸６３６番地

〃 本 多 正 仁 伊予郡松前町大字中川原５８４番地１

〃 中 村 清 則 伊予郡松前町大字中川原６４６番地

〃 加 藤 監 一 伊予郡松前町大字中川原２７０番地１

〃 西 村 廣 武 伊予郡松前町大字出作２３７番地３

〃 大 西 珍 夫 伊予郡松前町大字出作３９４番地２

〃 高 石 健 一 伊予郡松前町大字神崎４０７番地３

〃 池 内 初 好 伊予郡松前町大字神崎１４９番地１

〃 水 口 省 三 伊予郡松前町大字神崎８６１番地

〃 佐 伯 和 雄 伊予郡松前町大字鶴吉３４３番地

〃 日 野 雅 男 伊予郡松前町大字鶴吉８０５番地

〃 町 田 始 伊予郡松前町大字横田４６０番地１

〃 栗 原 傳 伊予郡松前町大字大溝２０９番地２

〃 古 谷 修 蔵 伊予郡松前町大字永田１０１番地１

〃 三 好 国 榮 伊予郡松前町大字東古泉６４番地１

監 事 弓 立 俊 正 伊予郡松前町大字徳丸６４８番地

〃 弓 達 利 雄 伊予郡松前町大字出作３３４番地

〃 三 好 充 伊予郡松前町大字東古泉４０１番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 寛 伊予郡松前町大字徳丸６４３番地１

〃 弓 立 俊 正 伊予郡松前町大字徳丸６４８番地

〃 川 端 哲 伊予郡松前町大字徳丸１４１９番地２

〃 大 政 勉 一 伊予郡松前町大字中川原５８２番地

〃 中 村 清 則 伊予郡松前町大字中川原６４６番地

〃 加 藤 賢 司 伊予郡松前町大字中川原９７０番地２

〃 大 西 珍 夫 伊予郡松前町大字出作３９４番地２

〃 西 村 廣 武 伊予郡松前町大字出作２３７番地３

〃 水 口 省 三 伊予郡松前町大字神崎８６１番地

〃 小笠原 威 伊予郡松前町大字神崎１０４番地１

〃 野 本 正 克 伊予郡松前町大字神崎６７６番地３

〃 佐 伯 和 雄 伊予郡松前町大字鶴吉３４３番地

〃 峰 岡 良 男 伊予郡松前町大字鶴吉３８２番地２

〃 町 田 始 伊予郡松前町大字横田４６０番地１

〃 高 市 重 徳 伊予郡松前町大字大溝５４４番地５

〃 古 谷 修 蔵 伊予郡松前町大字永田１０１番地１

〃 三 好 国 榮 伊予郡松前町大字東古泉６４番地１

監 事 大 政 博 伊予郡松前町大字中川原９５３番地

愛 媛 県 報平成３０年７月３日 第２９８９号

５２４
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�愛媛県告示第６７４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成３０年７月３日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成３０年６月２１日

３ 指定道路の位置

伊予市下吾川字宮田１３７８番２０の一部、１３７３番２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２５．９４メートル

� 幅員 ４．７０メートル

�愛媛県告示第６７５号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年７月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第５号

平成３０年６月２１日
伊予郡松前町大字上高柳字松向２５９番１

伊予郡松前町大字大間１６６番地１

医療法人 松野内科クリニック

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
西予市野村町惣川３５０９番２から

同町惣川２９００番２まで

旧

新 ５．４～１０８．８ ０．７７
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